
大林組協力会社災害防止協会 / 全国労災補償制度

〈労働災害総合保険（法定外補償保険）加入依頼書〉
労災上積みプラン加入依頼書

大林組協力会社災害防止協会　本部事務局　　御中 ※太線枠内をご記入ください

加入依頼書記入日　西暦　　　    年　　  月　　  日

（記名被保険者）

会員取引店：

申込人☆〒

 住　　所

 会　社　名

 代表者名

ご担当者名

所属部署

TEL

FAX

〈ご加入時の確認事項〉私は（自分が）契約者である大林組協力会社災害防止協会の会員であることを確認し、全国労災補償制度のご案内「労
災上積みプラン」の内容を確認のうえ、加入を依頼します。また、パンフレット記載の「ご加入にあたってのご注意」および裏面記載の「個
人情報の取扱いに関するご案内」の内容を確認のうえ、同意します。

印

〈全国労災補償制度　保険料振込口座〉
振込銀行 ： 三菱UFJ銀行　品川駅前支店
預金口座 ： 普通預金　2305142
口座名義 ： 大

オオバヤシグミ

林組協
キョウリョクガイシャ

力会社災
サイガイ

害防
ボ ウ シ

止協
キョウカイ

会本
ホ ン ブ

部
　　　　　 保険料口　会長　石

イシ

沢
ザワ

 正
マサ

弘
ヒロ

〈ご提出先〉大林組協力会社災害防止協会　本部事務局
〒 108-8502　東京都港区港南 2-15-2　品川インターシティＢ棟
TEL 03-5769-1099　FAX 03-5769-1824
取扱代理店：大林新星和不動産株式会社　保険事業第一部
〒 102-0074　東京都千代田区九段南 3-3-6　麹町ビル
TEL 03-3511-7550   FAX 03-3511-7554

ご加入時の確認事項同意印兼用
個人情報取扱同意印（代表者印）

　1．保険料の計算式　　※ 計算式に従い、以下の太枠に数字を記入ください。

　2．保険料の払込方法　　※ ご希望の払込方法に◯印をおつけください。　

平均被用者数

加入タイプ

①貴社直傭社員数 
（含む 特別加入済中小事業主等）

②下請負人数

名

名

名

型
直近の「労働保険概算・確定保険料申告書」の「常時使用労働者数」を記入する、あるいは、最近の会計年度の1年
間の月別1日平均人数の合計（12ヶ月分）÷12ヶ月=1日平均被用者数を記入する。1日平均人数の算出に当って
は、直傭社員数及び全下請負人数を含めで算出して下さい。
（詳しくは、「全国労災制度労災上積プラン平均被用者数の算出表」（記入例）をご参照下さい。）

7�ご申告いただいた平均被用者数が把握可能な最近の会計年度等の平均被用者数に不足してい
た場合には、申告いただいた平均被用者数に基づく保険料と実際の平均被用者数に基づく保
険料との割合により保険金を削減することになりますので、正しく申告してください。

7�１年間の保険料は最近の会計年度の平均被用者数がベ−スとなります。保険期間中に被用者数の増減変更が生
じた場合でも変更等のご通知は不要です。

7�法定外補償規定がある場合はその写を添付してください。
7�法定外補償規定に定められた補償金額を超えるタイプにはご加入できません。

7�取引高の最も多い店の
最も取引高の多いコー
ドを記入して下さい。

１名当り保険料 B 円
ご希望のタイプの月払保険料を記入してください。

保険等の種類 満期日他　　の
保険契約等

法定外補償
規定の有無

災防協
加入状況

なし

未加入

あり

加入

（フリガナ）

（フリガナ）

中途加入の場合原則として、申請月の翌月1日より保険責任開始となりますが、本依頼書の受付状況によっては開始適用月日が異なりますのでご了承ください。

①＋②＝合計 A
タイプ 新①型 新②型 新③型 新④型 新⑤型 新⑥型

月払保険料
（掛金） 670 円 780 円 1,070 円 1,300 円 1,880 円 2,190 円

（1）月払保険料の計算式　  Ａ【平均被用者数】× Ｂ【1 名当り保険料】＝Ｃ【月払保険料】

C 円（Ｃ＝Ａ × Ｂ）

（2）一時払保険料の計算式  Ｃ【月払保険料】× 未経過月数＝Ｄ【一時払保険料】

D 円（Ｄ＝Ａ × Ｂ × 未経過月数）

未経過月数 月1日〜4月1日＝　　　カ月
※未経過月数＝保険開始月〜2023年4月1日
　例）�加入依頼日が7/21〜8/20の場合、加入日は9/1と

なり、未経過月数は7カ月となります。
（保険開始）

大阪・東京・名古屋・九州・東北・横浜・札幌・広島・四国・神戸・北陸・
西日本 RC・東日本 RC （取引のある大林組本支店を○で囲んでください。）

☆

この保険と重複する他の保険契約または共済契約（労災総合保険、法定外補償保険等）をご契約されている場合には以下にご記入ください。★

法定外補償規定の有無を○印でご記入ください。

災防協加入状況をご記入ください。
店　名 コード 区　分

保険金額等

会社名

☆業種

★または☆が付された事項は、ご加入に関する重要な事項（告知事項）です。これらの表示が事実と異なる場
合やこれらに事実を記載しない場合は、ご加入を解除することがあります。☆が付された事項（通知事項）に
内容の変更が生じた場合は、すみやかにご加入の取扱代理店または引受保険会社にご連絡いただく義務があり
ます。ご連絡がない場合は、保険金をお支払いできないことがあります。また変更の内容によってご加入を解
除することがあります。

大林組協力会社災害防止協会　本部事務局　使用欄 （口座設定：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
受付番号
整理番号
取引先コード
受付年月日　　 西暦 年 月 日
適用年月日　　 西暦 年 月 1 日
登録先本支店

（取引先コード
  区分 ）

支払方法　□月払（　　　月分以降の請求ご案内）　□一時払

新規
更新

中途加入

形態

（ 　    □）（ 　    □）（　     □）（　     □）（　     □）（　     □）（　     □）（　     □）（　     □）（　     □）（　     □）（　     □）（　     □）
大阪　　　東京　　 名古屋　　 九州　　  東北　　 横浜         札幌        広島        四国        神戸        北陸　   西日本ＲＣ   東日本ＲＣ

A
・

B

2022 年度版

■お振込みを希望される会員企業様 （振込手数料は加入会員企業様のご負担となります。）

■口座振替（JCB）を希望される会員企業様 （JCB口座振替手数料（150円）は加入会員企業様のご負担となります。）

一時払

一時払

月払

月払

※ 2 月 18 日までに以下の指定口座にお振込みください。

※申込締切日１月 7 日／振替日２月 28 日

＊振替口座のご変更、新規設定ご希望の場合は「預金口座振替依頼書」をご返送ください。
＊４月からご加入の方のみ、一時払の口座振替が可能となります。

＊ご入金がない場合にはご加入手続きが完了せず、補償が開始されませんのでご注意ください。
＊「加入依頼書」は本書をご提出いただきますので、お手数ですが貴社控えはコピーを保管願います。 

メール
アドレス



大林組協力会社災害防止協会 /全国労災補償制度
労災上積みプラン（労働災害総合保険（法定外補償保険））の概要

大林組協力会社災害防止協会（以下「災防協」といいます。）の会員企業様専用の制度として、災防協を契約者、災防協会員企業を被保険者と
する労働災害総合保険（法定外補償保険）の団体契約です。
　7 災防協会員企業以外の方は、この保険に加入することはできませんのでご注意ください。
　7 保険期間は 2022 年 4 月 1 日午後 4 時～ 2023 年 4 月 1 日午後 4 時の 1 年間となります。
　7 中途加入の場合は、原則として毎月 20 日締切り、補償開始は締切日の翌月 1 日午前 0 時からとなります。
　7 政府労災保険への加入がお引受けの前提となります。

政府労災保険の給付が決定された労働災害について、貴社が政府労災に上乗せして給付する災害補償金について、ご加入タイプ（パンフレッ
ト記載）の給付金額（保険金額）を上限に貴社負担額を保険金としてお支払いします。
業務災害・通勤災害の認定、後遺障害等級の認定については、政府労災保険の判定に従います。
法定外補償保険金・傷病補償保険金は、全額、被災従業員またはその遺族にお支払いいただきます。なお、その際、領収証をお取り付けいた
だくことになります。

【保険金をお支払できない主な場合】
　（1）  政府労災保険の給付の対象とならない身体障害
　（2）  保険契約者・被保険者（貴社）または事業場責任者の故意に起因する身体障害
　（3）   戦争・内乱その他これらに類似の事変または暴動および地震もしくは噴火またはこれらによる津波に起因する身体障害
　（4） 風土病・職業性疾病 ※ による身体障害
　（5）  被用者の故意、重過失のみによるその被用者本人の身体障害
　（6）  被用者の故意の犯罪行為による、その被用者本人の身体障害
　（7）  石綿（代替物質を含みます）または石綿を含む製品の発がん性その他の有害な特性に起因する身体障害
　（8）  核燃料物質（使用済燃料を含みます。）もしくは核燃料物質によって汚染された物（原子核分裂生成物を含みます。）の放射性、爆発性

その他の有害な特性の作用、またはこれらの特性に起因する身体障害　　等
　　※ 「職業性疾病」とは、労働基準法施行規則第 35 条に列挙されている疾病のうち、従業員等が長期間にわたり業務に従事することにより、

有害作用が蓄積し発病したことが明白なものをいいます。
【ご加入にあたってのご注意】
　7 告知義務
　　 加入依頼書に★または☆が付された事項は、ご加入に関する重要な事項（告知事項）です。ご加入時にこれらの事項に正確にお答えいた

だく義務があります。これらが事実と異なる場合やこれらに事実を記載しない場合は、ご加入を解除し、保険金をお支払いできないこと
があります。

　7 通知義務
　　 ご加入後に加入依頼書に☆が付された事項（通知事項）に内容の変更が生じた場合は、すみやかに取扱代理店または引受保険会社にご連

絡いただく義務があります。ご連絡がない場合は、保険金をお支払いできないことがあります。また変更の内容によってご加入を解除す
ることがあります。

　7 お支払いする保険金に関するご注意事項および他の保険契約等がある場合のご注意事項
　　 この保険によりお支払いする法定外補償保険金の額は、ご契約の給付限度額（保険金額）または法定外補償規定（災害補償規定など）を

定めている場合はその補償金の額、法定外補償規定を定めていない場合は、被用者またはその遺族に支払われる補償金の額のいずれか低
い額となります。なお、この保険契約と重複する他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約につき他の保
険契約がないものとして算出した支払うべき法定外補償保険金または共済金の額（以下「支払責任額」といいます。）の合計額が法定外補
償金額 ※ を超えるときは、当会社は、次に定める額を保険金として支払います。

　　①他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合
　　　この保険の支払責任額
　　②他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
　　　 法定外補償金額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責

任額を限度とします。
　　※ 法定外補償金額とは、被保険者が法定外補償規定を定めている場合は、その法定外補償規定に基づき被用者またはその遺族に支払うべ

き金額、被保険者が法定外補償規定を定めていない場合は、被用者またはその遺族に支払われる補償金の額をいいます。
【ご加入時の確認事項について】
　 ご加入の際には、加入依頼書の記載事項とともに、パンフレットの記載事項（保険期間、保険対象・保険金額・保険料、その他契約条件、

重複する他の保険契約等がある場合のご注意、告知義務、通知義務、団体構成員要件、等々）についてもご確認をお願いします。

加入依頼者は、下欄記載の「個人情報の取扱いに関するご案内」の内容について、被保険者全員の同意を確認の上、同意いたします。

上記内容は、労働災害総合保険（法定外補償保険）の概要をご説明したものです。保険の内容はパンフレットをご覧ください。詳細は、ご契約者である団
体の代表者にお渡ししてあります保険約款および特約条項によりますがご不明の点がありましたら、取扱代理店または引受保険会社にご照会ください。

〜個人情報の取扱いに関するご案内〜
保険契約者である企業または団体は東京海上日動火災保険株式会社に本契約に関する個人情報を提供いたします。東京海上日動火災保険株式会社およ
び東京海上グループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種
商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑥の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な
非公開情報（センシティブ情報）の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。

① 本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先（保険代理店を含みます。）、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払
いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること

②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
③ 東京海上日動火災保険株式会社と東京海上グループ各社または東京海上日動火災保険株式会社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案

内のために、共同して利用すること
④再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当権等の担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること
⑥ 更新契約に係る保険引受の判断等、契約の安定的な運用を図るために、保険の対象となる方の保険金請求情報等（過去の情報を含みます。）をご契約

者およびご加入者に対して提供すること

詳しくは、東京海上日動火災保険株式会社のホームページ (www.tokiomarine-nichido.co.jp)　をご参照ください。
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